
目標値の性質

事業目標に資する
令和2年度の取組内容（I）

重点事業　69

事
業
の
概
要

事業名（A） 担当課（B） 事業目標（C） 事業内容（D）

事業目標に資する
令和3年度の取組内容（I）

主管
課評
価

B

B

令和5年度 令和6年度

延べ利用者数 219,611人 222,500人
102,239人

【175,220人】
（46.0％)

122,437人
【175,220人】

（55％)

149,051人
【175,220人】

（67％）

147,513人
【222,500人】

（66.3%）

事業目標に資する
令和5年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和6年度以降の取組の方向性（K）

感染症対策を緩和し、安全面に配慮しながら子育て世代向け
の事業を実施した。子ども家庭支援センターなど関係部署と
連携して育児相談を行った。利用人数が上昇傾向にあること
を考慮し、主管課評価をBとする。

B
引き続き、安全性を考慮し、地域の乳幼児の遊びの場及び保護者の
相互交流の場を提供していく。また、子育て世代に向けた情報発信も
行っていく。

94,774人
【175,220人】

(42.6％)

目標（E）
計画策定時の現状
値（平成30年度）

（F）

目標値
（令和6年度）

（G）

年度別実績及び達成度（H）

令和2年度 令和3年度 令和4年度

個々の状況に応じた家庭支援、子育てに関する情報提供を実施します。

引き続き、安全性を考慮し、地域の乳幼児の遊びの場及び保護者の
相互交流の場を提供していく。また、子育て世代に向けた情報発信も
行っていく。

事業目標に資する
令和4年度の取組内容（I）

主管
課評
価

子育て家庭への支援を推進します。

令和5年度以降の取組の方向性（K）

コロナ禍において感染症対策を段階的に緩和し、安全面に配
慮しながら事業実施回数や定員を増やして、令和3年度と比
べ多くの子育て世代向けの事業を実施した。子ども家庭支援
センターなど関係部署と連携して育児相談の回数も増やした。
令和4年度の達成度で見ると主管課評価はCとなるが、利用人
数が上昇傾向にあること・コロナウ イルスの影響を考慮し、主
管課評価をBとする。

引き続き、安全性を考慮し、地域の乳幼児の遊びの場及び保護者の
相互交流の場を提供していく。また、子育て世代に向けた情報発信も
行っていく。

令和4年度以降の取組の方向性（K）

コロナ禍で区民ひろばの運営・事業実施に影響を及ぼした
が、事業実施回数を増やすなどの工夫により、令和2年度と比
べ多くの子育て世代向けの事業を実施した。子ども家庭支援
センターなど関係部署と連携して育児相談の事業も行った。
令和3年度の達成度で見ると主管課評価はCとなるが、利用人
数が上昇傾向にあること・コロナウ イルスの影響を考慮し、主
管課評価をBとする。

目
標
管
理

主管
課評
価

令和3年度以降の取組の方向性（K）

コロナ禍で区民ひろばの運営や事業実施に支障が生じたもの
の、各区民ひろばで館内・共有物の消毒など安全性を考慮し
て、子育て世代向けの事業を実施した。また、より多くの方が
事業に参加できるよう事業実施回数を増やした。ミニキッズ
セーフなど関係部署と連携して子どもの安全に関する情報発
信を行った。

B
引き続き、安全性を考慮し、地域の乳幼児の遊びの場及び保護者の
相互交流の場を提供していく。また、子育て世代に向けた情報発信も
行っていく。

数値上昇型

地域区民ひろばにお
ける「子育てひろば」
の運営・開設

地域区民ひ
ろば課

地域における子育て世代の
交流の場を提供します。

地域の乳幼児の遊びの場及び保護者の相互交流の場を小学校区単位
に開設しています。また、保護者からの育児相談に応じ、必要な情報の
提供を行うなど地域の子育てを支援しています。

目標Ⅱ　「子どもを安心して産み育てるための支援を促進する」
　　　　　  （２）子育て家庭への支援

①子育て支援サービスの充実

目標

内容

23



必要

不要

目標値見直しの要否（L） 見直し後の目標値（M） 見直した理由（N）

事業目標に資する
令和6年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和7年度以降の取組の方向性（K）

安全面に配慮しながら子育て世代向けの事業を実施した。子
ども家庭支援センターなど関係部署と連携して育児相談を
行った。令和6年度は施設の改修・改築工事のため一部の子
育てひろばで規模を縮小して運営を行ったことを考慮し、主管
課評価をBとする。

B
引き続き、安全性を考慮し、地域の乳幼児の遊びの場及び保護者の
相互交流の場を提供していく。また、子育て世代に向けた情報発信も
行っていく。

目
標
管
理
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目
標
管
理

令和6年度

事業目標に資する
令和3年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和4年度以降の取組の方向性（K）

①【家庭教育推
進員】
参加者に事業開
始前と終了後で
アンケートをとり、
「家庭教育に主
体的に働きかけ
たい」と思う人の
増加率

①18％上昇
①毎年度、18％
上昇

①53％上昇
【18％上昇】

①8％上昇
【18％上昇】

①11％上昇
【18％上昇】

①32％上昇
【18％上昇】

（177％）

①6％上昇
【18％上昇】

（33％）

②【家庭教育
学級】 延べ参
加者数

②280名

①新型コロナウ ィルス感染症対策をしながら、対面講座を開
催しました。学習発表会も対面で開催し、家族、学校、地域を
巻き込み、学習成果を発表し、学習発表会には多くの来場が
ありました。
②人数も絞って実施しました。アンコンシャスバイアスについ
て、子どもとかかわる大人に対しての啓発事業を実施しまし
た。
③オンラインでの開催も含めて、家庭教育の重要性の啓発に
努めました。

①対面で実施します。
②子ども等を支える学習支援者に向けて、人権意識を高めるための
研修を定期的に実施していきます。
③引き続きオンライン開催なども検討しながら、講座実施を支援しま
す。10講座開催を目標にします。

B

B

①③新型コロナウ イルス感染症対策のため、実施件数は減少
したが、オンラインでの講座等を実施し、コロナ禍であっても、
家庭教育の重要性の啓発に努めた。
②コロナ感染拡大に伴い、実施できなかった。

①対面で実施する。
②オンライン講座への参加のハードルを下げるため、オンライン講座
の受講の方法についての講座をはじめ、コロナ禍でも学びの機会を止
めない工夫を行い、実施していく。
③オンライン開催などコロナ禍での開催方法を検討し、講座実施を支
援する。目標10講座。

事業目標に資する
令和4年度の取組内容（I）

主管
課評
価

家庭教育を推進し、保護者の子育て力の向上を図ります。

子育てに関する学習機会や情報の提供を行います。

令和5年度以降の取組の方向性（K）

③11講座
【17講座】
（61％）

③12講座
【20講座】
（60％）

目標値の性質

事業目標に資する
令和2年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和3年度以降の取組の方向性（K）

新型コロナウ イルス感染症対策のため、実施件数は減少した
が、オンラインでの講座等を実施し、コロナ禍であっても、家庭
教育の重要性の啓発に努めた。

B

①オンラインで実施する。
②オンライン講座への参加のハードルを下げるため、オンライン講座
の受講の方法についての講座をはじめ、コロナ禍でも学びの機会を止
めない工夫を行い、実施していく。
③オンライン開催などコロナ禍での開催方法を検討し、講座実施を支
援する。

③【家庭教育
講座】  実施校
数

③１8校で講座実施
③20校で講座実施
　（1校でも多い講
座実施を目指す。）

③1講座
 【17講座】

（5％）

③6講座
 【17講座】
（33.3%）

③９講座
 【17講座】

（50％）

②300名
②13名

 【300名】
（4.3%）

②0名
 【300名】

（0％）

②39名
 【300名】
（13％）

②0名
【300名】
（0％）

②0名
【300名】
（0％）

目標（E）
計画策定時の現状
値（平成30年度）

（F）

目標値
（令和6年度）

（G）

年度別実績及び達成度（H）

令和2年度 令和5年度

事業内容（D）

家庭教育推進事業 庶務課
家庭教育の重要性を啓発し
ます。

目標Ⅱ　「子どもを安心して産み育てるための支援を促進する」
　　　　　　（２）子育て家庭への支援

②家庭教育支援

目標

内容

担当課（B） 事業目標（C）

以下の取組を通じ、子どもの発達段階に応じた学習機会の充実や情報提供を
行います。
①【家庭教育推進員】区立小学校ＰＴＡ会長から推薦を受けた家庭教育推進員
が1年間活動し、2月に学習発表会を開催します。
②【家庭教育学級】キャリア教育や居場所としての家庭について学ぶ講座を開
催します。
③【家庭教育講座】区立小中学校ＰＴＡ及び区立幼稚園職員と園児の保護者が
企画運営する講座を支援します。

重点事業　75

事
業
の
概
要

事業名（A）

①数値上昇型　　　　　②数値維持継続型　　　　　③数値上昇型

令和3年度 令和4年度
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目
標
管
理

目標値見直しの要否（L） 見直し後の目標値（M） 見直した理由（N）

①対面講座を実施。１２月の学習発表会に向けて、展示・ゲー
ム・クイズなどを作成し、多くの来場者を巻き込み、学びから見
出した身近なSDGsの課題を見出し、解決策等を発信しまし
た。
②令和6年度は未実施。
③対面講座に戻りつつあります。PTA会長・担当部門にも説明
に出向き、家庭教育の重要性の啓発に努めました。

C

①これまでPTA会長の推薦により参加者を決定していましたが、小学
生の保護者を対象に公募します。コミュニケーションをテーマに、楽しく
学べる活動を実施していきます。
②令和7年度以降は、家庭教育学級としては実施せず、子ども等を支
える学習支援者に向けた人権意識を高めるための研修を実施しま
す。
③PTAでの開催のハードルが下がるよう、必要に応じて訪問し説明し
たり、スムーズに講座運営できるよう支援していきます。

事業目標に資する
令和5年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和6年度以降の取組の方向性（K）

①対面講座を実施、今年度は新たに「としまPゼミ」という愛称
で活動しました。１２月の学習発表会に向けて、展示・ゲーム・
クイズなどを作成し、多くの来場者を巻き込み、学びから見出
した身近なSDGsの課題を見出し、解決策等を発信しました。
②令和5年度は未実施。
③対面講座に戻りつつあります。PTA会長・担当部門にも説明
に出向き、家庭教育の重要性の啓発に努めました。

B

①対面で実施します。
②子ども等を支える学習支援者に向けて、人権意識を高めるための
研修を定期的に実施します。
③オンライン開催の希望があれば対応ながら講座実施を支援していき
ます。また説明が必要な学校へは訪問します。

必要

不要

事業目標に資する
令和6年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和7年度以降の取組の方向性（K）
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育児や子育てに関する悩みや不安、問題の解決を図ります。

子育て一般に関する相談や、専門的な知識を要する相談など、子育てに関わる各種相談支援に取り組みます。

相談件数 11,996件 13,000件
11,363件

【11,400件】
(87.4％)

12,967件
【11,800件】

(99.7％)

13,352件
【12,200件】
(102.7％)

16,102件
【14,000件】
(123.9％)

8,952件
【13,000件】

(68.9％)

目標値見直しの要否（L） 見直し後の目標値（M） 見直した理由（N）

必要

不要

令和5年度 令和6年度

重点事業　68

事
業
の
概
要

事業名（A） 担当課（B） 事業目標（C）

事業目標に資する
令和5年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和6年度以降の取組の方向性（K）

18歳までの相談に対応し、必要に応じて他機関の紹介をし
た。発達個別相談の枠を増やしたため利用者が増加した。

A
引き続き気軽に相談できる環境設定をし、親同士も仲間づくりができる
よう講座やイベントの案内をし、支援する。

引き続き、18歳までの相談もできることを周知し、幅広い相談に対応す
る。

事業目標に資する
令和4年度の取組内容（I）

事業内容（D）

東部・西部子ども家
庭支援センター事業
【再掲】

子ども家庭
支援センター

子どもと家庭に関するあらゆ
る悩みに総合的に対応し、育
児不安や子育ての悩みの軽
減を図ります。

育児不安や子育てに悩む親や、子ども自身からの相談を受け、関係機
関と連携して問題の解決を図ります。乳幼児とその親が遊びながら1日
過ごせる場所を提供するとともに、子育て・子育ちを地域で支え合う活動
や仲間づくりを支援します。

目標Ⅱ　「子どもを安心して産み育てるための支援を促進する」
　　　　　　（２）子育て家庭への支援

③相談支援

目標

内容

A

A

数値上昇型目標値の性質

事業目標に資する
令和2年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和3年度以降の取組の方向性（K）

コロナ禍で、電話・メール相談が前年度より362件増加した。
（30％増）

A
些細なことでも気軽に相談できるよう、引き続き情報発信をし相談先と
しての周知に努める。

令和5年度以降の取組の方向性（K）

18歳までの相談に対応し、必要に応じて他機関の紹介をし
た。コロナ禍の状況が落ち着き、来館での対応が増加した。

気軽に相談できる環境設定をし、親同士も仲間づくりができるよう講座
やイベントの案内をし、支援する。

目
標
管
理

目標（E）
計画策定時の現状
値（平成30年度）

（F）

目標値
（令和6年度）

（G）

年度別実績及び達成度（H）

令和2年度 令和3年度 令和4年度

事業目標に資する
令和3年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和4年度以降の取組の方向性（K）

緊急事態宣言発令により4月25日から5月31日まで親子遊び
広場は閉館したが、個別相談は実施を継続、6月以降は感染
予防対策を講じながら事業を実施した。

主管
課評
価

事業目標に資する
令和6年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和7年度以降の取組の方向性（K）

発達相談を児童発達支援センターで受けたため相談件数全
体は減少しましたが、来館者からの広場相談は増加し、気軽
に相談できる子育てのパートナーとして寄り添うことができまし
た。

C
引き続き、気軽に相談できる子育てのパートナーとして寄り添っていき
ます。
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多様な子育て世帯のニーズに対応するため、幼児教育・保育サービスの充実を図ります。

保育施設や病児保育、一時保育など、ニーズに対応するための供給量を確保します。

5,211人
【5,175人】
（84.2％）

私立保育所施設整
備助成

4,982人
【4,982人】
(80.4%）

事業目標に資する
令和2年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和3年度以降の取組の方向性（K）

目標値見直しの要否（L） 見直し後の目標値（M）

地域における保育需要を慎重に検討し、私立認可保育所を3
園の新規開設した結果、待機児童ゼロを達成した。

事業目標に資する
令和4年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和5年度以降の取組の方向性（K）

当初、2園の新規開設を計画していたが、地域における保育需
要を慎重に検討し、私立認可保育所を1園の新規開設に変更
した。結果、待機児童ゼロを維持した。

乳幼児人口が減少傾向となる中で、保育需要は満たされつつある一
方、既存施設における空き定員や小規模保育事業における閉園が課
題となっており、令和5年度、6年度については、新規開設を行わない
ものと決定した。地域における保育需要を慎重に見極めながら、今後
の保育施設の整備について検討していく。

令和5年度、令和6年度については、新規開設を行わない方針
の元、待機児童ゼロを継続してきた。令和5年度には「今後の
保育政策のあり方検討会議」を立ち上げ、現状の課題を整理
した。

A
今後は、大型マンション竣工等の局地的な保育需要に対応していくと
ともに、既存施設の空き定員や小規模保育事業の閉園への対策につ
いても検討を進めていく。

乳幼児人口が減少傾向となる中で、保育需要は満たされつつあるも
のの、一部地域においては待機児童が発生してもおかしくない状況が
あることから、地域における保育需要を慎重に見極めながら、真に必
要な地域に保育施設を整備していく。

事業目標に資する
令和5年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和6年度以降の取組の方向性（K）

4,829人
【4,875人】

(78.0%)

5,084人
【4,995人】

（82%）

目標値の性質

令和5年度 令和6年度

私立保育園の
受入定員

4,629人

A

A

数値上昇型→数値維持継続型へ変更

計画策定時の現状
値（平成30年度）

（F）

必要

　5,211人

目標値
（令和6年度）

（G）

年度別実績及び達成度（H）

令和2年度 令和3年度 令和4年度

地域における保育需要を慎重に検討し、私立認可保育所を5
園の新規開設した結果、待機児童ゼロを達成した。

A
一部の地域においては保育需要を満たしつつあるが、乳幼児人口が
減少傾向となる中で、地域における保育需要を見極めながら、真に必
要な地域に保育施設を整備していく。

目標Ⅲ　「子ども・若者に関する施設において、充実した環境を整備する」
　　　　　　（１）幼児期から学童期の教育・保育サービスの充実

①教育・保育施設及び多様な保育サービスの充実

保育課
待機児童ゼロを達成し、維持
します。

老朽化した私立保育所の施設改修等に補助金を交付します。また、多数
の待機児童の発生が見込まれる地域における認可保育所の設置への
助成も行います。

事業目標に資する
令和3年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和4年度以降の取組の方向性（K）

目標

内容

重点事業　83

事
業
の
概
要

事業名（A） 担当課（B） 事業目標（C）

事業目標に資する
令和6年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和7年度以降の取組の方向性（K）

「今後の保育政策のあり方検討会議」での検討内容を報告書
として取りまとめました。保育定員の確保については、当面の
間は、既存の保育施設を活用し、0～5歳人口や保育需要の
動向等を毎年度確認しながら、必要な定員の確保に向けた取
組みを継続することとされました。

A
大型マンション竣工等の局地的な保育需要に対応していくとともに、既
存施設の空き定員や小規模保育事業の閉園への対策についても引き
続き検討を進めていきます。

令和5年度及び令和6年度の新規開設を行わないものとしたことを受け、令和4年度
の整備結果を踏まえた定員を目標値に修正した。あわせて、目標値の性質を数値維
持継続型へ修正した。不要

目
標
管
理

目標（E）

　6,192
【6,852人】

5,055人
【5,055人】
（81.6％）

事業内容（D）
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令和4年度 令和5年度

延べ受講者数

事業目標に資する
令和3年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和4年度以降の取組の方向性（K）

35講座 延受講者数1,141人参加。
（この他、普通救命講習を8回、144人に実施した。）
感染症対策を講じた上で、演習やグループワ ークを可能な限
り取り入れた研修を実施した。

ソーシャルディスタンス確保のため、引き続き広い会場の確保に努め
るとともに、会場規模に見合った定員で実施する。参加できない希望
者には、研修資料を配布する。

事業目標に資する
令和4年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和5年度以降の取組の方向性（K）

34講座　延受講者数1,236人参加した。（この他、普通救命講
習8回144名実施）
引き続きコロナ感染症対策は実施しつつも可能な限りグルー
プワ ークなどを実施した。

コロナ感染症の規制緩和に伴い、参加人数制限の解除や参加者数に
見合った広い会場の確保に努める。
研修の内容も座学中心であったが、可能な限りグループワ ークなども
取り入れ参加者間での交流も取れるようにしていく。

目標値見直しの要否（L） 見直し後の目標値（M） 見直した理由（N）

必要

不要

目
標
管
理

目標値の性質

事業目標に資する
令和2年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和3年度以降の取組の方向性（K）

34講座 延受講者数1,050人
（この他、普通救命講習7回、延111人実施）
コロナ禍の中、原則各施設1名で実施、受講できない希望者に
は資料を配布し自己学習を促した。

B
ソーシャルディスタンス確保のため、引き続き広い会場の確保に努め
るとともに、会場規模に見合った定員で実施する。参加できない希望
者には、研修資料を配布する。

1,678人 1,800人
1,050人

【1,800人】
（58.3％）

1,141人
【1,800人】
（63.3％）

1,236人
【1,800人】
（68.7％）

1,395人
【1,800人】
（77.5％）

1,436人
【1,800人】

(80％)

目標（E）
計画策定時の現状
値（平成30年度）

（F）

目標値
（令和6年度）

（G）

年度別実績及び達成度（H）

令和2年度 令和3年度

事
業
の
概
要

事業名（A） 担当課（B） 事業目標（C） 事業内容（D）

子ども研修
子ども若者
課

子ども施設職員の学びの場
を確保し、支援者の質の向上
を図ります。

子ども福祉に携わる職員を対象に、質の高い福祉サービスを展開するた
めに、保育や学童指導等の専門的な知識や技術を身につけ、実践力を
高めるための幅広い研修を実施します。

B

B

数値維持継続型

重点事業　106

②幼児教育・保育の質の向上

目標

内容

令和6年度

施設職員の研修や巡回指導、施設の環境整備を行います。

B

事業目標に資する
令和6年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和7年度以降の取組の方向性（K）

35講座、延べ受講者数1,436人(公開講座の受講区民を除く)。
ただしこの他に普通救命講習を10回実施、198人が受講して
おり、合計すると45講座、1,634人が受講しています。

B

アンケートより受講対象施設のニーズを反映させた研修として、以下3
点を実施します。
1、公立保育園、子どもスキップ対象の新任者研修(正規)を悉皆研修と
して施行します。
2、新規講師による新たな研修を実施します。
3、グループワ ーク、演習等を多く取り入れた実践的な研修を行いま
す。

会場の収容範囲内で多くの受講希望者を受け入れ実施します。体を
動かす研修や実技を行う研修では広い会場を確保し、参加者が多くて
も安全に実施します。また、グループワークなども充実させ、参加者間
の交流も取れる研修を実施します。

幼児教育・保育施設の保育の質の向上を図ります。

目標Ⅲ　「子ども・若者に関する施設において、充実した環境を整備する」
　　　　　　（１）幼児期から学童期の教育・保育サービスの充実

事業目標に資する
令和5年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和6年度以降の取組の方向性（K）

36講座　延受講者数1,395人参加しました。（この他、普通救命
講習10回193名実施）
私立保育園など対象施設が増える中、コロナ感染症による人
数制限も解除しグループワ ークも含め実施しました。
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学校において、子どもが権利を学ぶ機会を確保します。

リーフレットや子どもの権利を学ぶプログラムを活用し、学校での学びを支援します。

年度別実績及び達成度（H）

令和2年度

教育委員会と連携の上、子どもの権利擁護委員出張講座や
CAPプログラム等の学校での「子どもの権利」学習プログラム
の実施に向けた検討を行った。

令和3年度 令和4年度

学校における「子ど
もの権利」に関する
学習機会の確保【再
掲】

主管
課評
価

令和4年度以降の取組の方向性（K）

A

数値維持継続型

B

目標（E）
計画策定時の現状
値（平成30年度）

（F）

目標値
（令和6年度）

（G） 令和5年度 令和6年度

目標

内容

重点事業　4

事
業
の
概
要

事業名（A） 担当課（B） 事業目標（C）

目標Ⅲ　「子ども・若者に関する施設において、充実した環境を整備する」
　　　　　　（２）子どもの主体性を尊重した学校環境の整備

①子どもの権利に関する学びの支援

事業内容（D）

子ども若者
課
指導課

学校での子どもの権利の学
習機会を確保します。

「子どもの権利に関する条例」について、学校での活用事例集を作成し、
学校での活用を推進します。また、講師派遣や民間団体等の学習プログ
ラムなどの子どもの権利を学ぶメニューを作成し、モデル校で順次実施
し、子どもの権利の普及啓発を推進します。

実施校数
実施に向けて検討
中

毎年度小学校2
校、中学校1校で
継続実施

0校
【3校】
（0％）

１校
【３校】

（33.3％）

５校
【３校】

（166.7％）

子ども若者課
7校【7校】
（100％）

CAPプログラム
１校【1校】
指導課

5校【3校】
（166.7％）

子ども若者課
子どもの権利出

張講座
14校【14校】

(100%）
指導課

14校【３校】
（467％）

事業目標に資する
令和2年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和3年度以降の取組の方向性（K）

子どもの権利擁護委員出張講座とCAPプログラムを掲載した
アンケートを区立小学校に実施し、長崎小学校にて子どもの
権利擁護委員出張講座を行った。

作成したメニューを4月の校長会にかけ、アンケートを実施し、希望校
には実施する流れを確立する。

事業目標に資する
令和4年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和5年度以降の取組の方向性（K）

子ども若者課
子どもの権利に関する学習プログラムとして、希望のあった５
校にて子どもの権利擁護委員出張講座を実施した。
指導課
子どもの権利擁護委員の出張講座を小学校において実施し
た。

子ども若者課
実施を希望する学校が増加してきていることから、希望校だけでなく、
計画的な実施できるよう、教育委員会と連携してプログラムのあり方を
検討する。
指導課
教員研修においてCAPプログラムの研修を実施する。

事業目標に資する
令和3年度の取組内容（I）

C
講師派遣や民間団体等の学習プログラムなどの子どもの権利を学ぶ
メニューを作成し、モデル校で順次実施する。

目標値の性質

目
標
管
理
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子ども若者課
子どもの権利に関する学習プログラムとして、希望のあった学
校のうち、７校で子どもの権利擁護委員出張講座を実施した。
また、CAPプログラムを希望のあった1校で実施した。CAPプロ
グラムは初めての実施となった。
指導課
子どもの権利擁護委員の出張講座を小学校において実施し
た。

A

子ども若者課
R5年度は予算の都合により実施を希望する学校全部で実施すること
ができなかったため、子どもの権利擁護相談員（区職員）の出張講座
なども加えて、希望する学校全てで子どもの権利に関する学習プログ
ラムを実施する。
指導課
引き続き、子どもの権利擁護委員の出張講座を小学校において実施
する。

必要

不要

事業目標に資する
令和5年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和6年度以降の取組の方向性（K）

目標値見直しの要否（L） 見直し後の目標値（M） 見直した理由（N）

事業目標に資する
令和6年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和7年度以降の取組の方向性（K）

子ども若者課
子どもたちが自身や他者の持つ「子どもの権利」に関する理解
を深めることを目的に、希望のあった学校のうち、11校で子ど
もの権利擁護委員を講師とする出張講座、3校で子どもの権
利相談員を講師として授業を実施しました。CAPワ ークショッ
プについては、令和6年度の実施希望がありませんでした。
指導課
子どもの権利擁護委員による出前授業を小・中学校において
実施しました。

A

子ども若者課
子どもの権利に関する理解がさらに深まることを目的に、希望のあっ
た全ての学校において学習プログラムを実施します。また、授業以外
の形で子どもの権利の普及啓発を行う形を検討していきます。
指導課
引き続き、子どもの権利擁護委員による出前授業を実施します。

目
標
管
理
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学校における、子どもの意見表明や参加を促進します。

学校の日常の中において、子どもの主体的な活動を推進していきます。

見直した理由（N）

目
標
管
理

目標（E）
計画策定時の現状
値（平成30年度）

（F）

目標値
（令和6年度）

（G）

年度別実績及び達成度（H）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

活動の周知、
充実

各学校で子どもの
主体的な活動に取
り組んでいる。

各学校における
児童会・生徒会・
委員会・部活動
等における子ども
の意見を反映し
た好事例を周知
し、充実させる。

ISSの取組―区
内小中学校8校
人権尊重教育
推進校発表―
中学校１校
ＳＮＳ学校ルー
ル
中学校８校

ISSの取組―区
内小中学校10
校
人権尊重教育
推進校発表―
小学校１校
ＳＮＳ学校ルー
ル
中学校８校

ISSの取組―区
内小中学校10校
人権尊重教育推
進校発表―　小
学校１校
小中学校におけ
る生活に関する
きまりの見直し

ISSの取組―区
内小中学校10
校
人権尊重教育
推進校発表―
小学校１校
小中学校におけ
る生活に関する
きまりの見直し

人権尊重教育推
進校発表―　小
学校１校
小中学校におけ
る生活に関する
きまりの見直し

事業目標に資する
令和3年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和4年度以降の取組の方向性（K）

ISS活動における安心安全な学校づくりに向けた児童生徒の
自主的な取組を行った。
人権尊重教育推進校において、相互理解の取組を行った。
各中学校でＳＮＳ学校ルールを自主的に見直しした。

今後も年１回以上、学校のきまり（校則）について、児童・生徒・保護者
の意見を基に見直す取組を推進する。

事業目標に資する
令和4年度の取組内容（I）

主管
課評
価

目標値の性質

事業目標に資する
令和2年度の取組内容（I）

目標値見直しの要否（L） 見直し後の目標値（M）

重点事業　121

事
業
の
概
要

事業名（A） 担当課（B） 事業目標（C） 事業内容（D）

子どもの主体的活動
への支援の推進

指導課
子どもが自らの意見を発信
し、主体的な活動することを
目指します。

学校における児童会・生徒会・委員会・部活動等、子どもの主体的な活
動を支援し、子どもの意見等が学校運営に反映されるよう支援します。

目標Ⅲ　「子ども・若者に関する施設において、充実した環境を整備する」
　　　　　　（２）子どもの主体性を尊重した学校環境の整備

②意見表明と参加の促進

目標

内容

―

主管
課評
価

令和3年度以降の取組の方向性（K）

事業目標に資する
令和5年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和6年度以降の取組の方向性（K）

令和5年度以降の取組の方向性（K）

ISS活動における安心安全な学校づくりに向けた児童生徒の
自主的な取組を行った。
人権尊重教育推進校において、相互理解の取組を行った。
全小中学校で生活のきまりを自主的に見直しした。

今後も年１回以上、学校のきまり（校則）について、児童・生徒・保護者
の意見を基に見直す取組を推進する。

A

A

ISS活動における安心安全な学校づくりに向けた児童生徒の
自主的な取組を行った。
人権尊重教育推進校において、相互理解の取組を行った。
全小中学校で生活のきまりを自主的に見直しした。

A
今後も年１回以上、学校のきまり（校則）について、児童・生徒・保護者
の意見を基に見直す取組を推進する。

ISS活動における安心安全な学校づくりに向けた児童生徒の
自主的な取組を行った。
人権尊重教育推進校において、相互理解の取組を行った。
各中学校でＳＮＳ学校ルールを自主的に見直しした。

A
引き続き、学校の日常的な活動を通して、子どもたちの自主的な取組
を推進する。

必要

不要

事業目標に資する
令和6年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和7年度以降の取組の方向性（K）

人権尊重教育推進校において、相互理解の取組を行いまし
た。
全小中学校で生活のきまりを自主的に見直しました。

A
今後も年１回以上、学校のきまり（校則）について、児童・生徒・保護者
の意見を基に見直す取組を推進します。
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子どもに関わる施設職員や地域団体に対して子どもの権利や支援に必要な知識を学ぶ機会を提供します。

子どもの権利に関する研修や出前講座、学校での学習プログラム等を実施します。

子ども若者課
出前講座は、人権教育推進校巣鴨小学校にて講座を行った。
また、ファミリーサポートセンターで援助会員に向けても講座を
行った。
指導課
「豊島区子どもの権利条例」に関する内容を取り入れた研修を
実施した。

子ども若者課
令和4年度以降は新型コロナウ イルス感染症対策を考慮し、オンライ
ンでの開催を視野に入れた上で、まずは策定時の水準に戻し、状況を
勘案して、令和6年度の目標値を目指す。
指導課
全小・中学校の教育課程に「豊島区子どもの権利条例」についての学
習を位置付ける。教員研修は継続して実施する。

事業目標に資する
令和4年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和5年度以降の取組の方向性（K）

子ども若者課
保育士、子どもに関わる施設職員に対する子ども研修におい
て、子どもの権利に関する研修を実施するとともに、全職員を
対象としたe-ラーニング「子どもの権利」を実施し、22％の職員
が受講した。また、ファミリーサポートセンター援助会員を対象
に出張講座を実施した。
指導課
人権教育に関する研究開発指定校において、各教科における
「豊島区子どもの権利条例」に関する学習を実差し指導する教
員の人権意識を高めた。

子ども若者課
引き続き、職員に向けた研修を実施していくとともに、研修・講座の実
施について、状況を勘案しながら策定時の水準に戻し、令和6年度の
目標値を目指す。
指導課
全小・中学校の教育課程に「豊島区子どもの権利条例」についての学
習を位置付ける。教員研修は継続して実施する。

事業目標に資する
令和3年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和4年度以降の取組の方向性（K）

C

C

③講演会実施
回数

事業目標に資する
令和2年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和3年度以降の取組の方向性（K）

職員研修は小規模で開催、その他は新型コロナウ イルスによ
り、一堂に人数を集めることを避けるため、実施せず。

C
令和3年度以降は新型コロナウ イルス感染症対策を考慮し、オンライ
ンでの開催を視野に入れた上で、まずは策定時の水準に戻し、状況を
勘案して、令和6年度の目標値を目指す。

③1回 ③2回
③0回

　【2回】  (0%)
③1回

　【2回】  (50%)

②出前講座実
施回数

②3回 ②10回
②0回

　【５回】  (0%)
②１回

　【５回】  (10%)

計画策定時の現状
値（平成30年度）

（F）

目標値
（令和6年度）

（G）

年度別実績及び達成度（H）

令和2年度 令和3年度 令和4年度

目標値の性質 ①③は数値維持継続型　　　　②は数値上昇型

②２回
　【５回】  (40%)

②３回
　【５回】  (30%)

①子ども・若者支援に関わる人への支援

事業内容（D）

「子どもの権利」に関
する研修・講座の実
施【再掲】

子ども若者
課
指導課

子どもに関わる施設や地域
でおとなが子どもの権利を学
ぶ機会を提供します。

学校教諭や保育士等、子ども施設の職員に対して、子どもの権利に関す
る研修や、地域のおとなに対する出前講座や講演会を実施します。

目標（E）
令和5年度 令和6年度

①職員研修実
施回数

①2回 ①5回
①1回
【5回】
 (20%)

①4回
　【5回】
 (80%)

子ども若者課
①３回【５回】

(60%)
指導課

①5回【5回】
(100%)

子ども若者課
①５回【５回】

 (100%)
指導課

①５回【５回】
 (100%)

子ども若者課
①５回【５回】

(100%)
指導課

①５回【５回】
(100％)

②２回
【１０回】(20%)

③０回
　【２回】  (0%)

③１回
　【２回】  (50%)

③３回
【２回】(150％)

目標

内容

重点事業　3

事
業
の
概
要

事業名（A） 担当課（B） 事業目標（C）

目標Ⅲ　「子ども・若者に関する施設において、充実した環境を整備する」
　　　　　　（３）子ども・若者支援に関わる人への支援

目
標
管
理
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事業目標に資する
令和5年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和6年度以降の取組の方向性（K）

子ども若者課
①、③保育士、子どもに関わる施設職員に対する子ども研修
で「子どもの権利」をテーマとして研修を実施。子ども研修のう
ち１回は区民参加の公開講座として実施した。この他全職員
を対象としたe-ラーニングも実施し、65.9％の職員が受講し
た。
②ファミリーサポートセンター援助会員、教育センター職員を
対象とした出張講座を実施した。
指導課
人権教育研修にだけでなく、年次研修においても「豊島区子ど
もの権利条例」を取り上げ、教員の人権意識を高めた。

B

子ども若者課
引き続き、子どもに関わる施設職員への研修とともに、区職員全体へ
の研修を拡大していく。
指導課
全小・中学校の教育課程に「豊島区子どもの権利条例」についての学
習を位置付ける。教員研修は継続して実施する。

目標値見直しの要否（L） 見直し後の目標値（M） 見直した理由（N）

事業目標に資する
令和6年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和7年度以降の取組の方向性（K）

子ども若者課
①-ⅰ子どもにかかわる施設職員対象に子どもの権利をテー
マにした豊島区子ども研修を3回実施しています。「子どもの権
利についてⅠ・Ⅱ」「あそびの中に権利あり」(人材育成G)　①-
ⅱ区職員を対象として、子どもの権利について学ぶ特別研
修、ならびにeラーニングを実施しました。（権利擁護G）
②ファミリーサポートセンター援助会員養成講座、区内で活動
する団体や個人に対して講座を行うとしま出前講座において
子どもの権利に関する講座を実施しました。（権利擁護G）
③-ⅰ子ども研修のうち「子どもの権利についてⅠ」を区民参
加の公開講座として実施しています。(人材育成G)　③-ⅱ地
域で子どもに関わる機会の多い団体などに対して、子どもの
権利を保障するために大人が果たす役割について理解を深
めるための講座を2回実施しました。（権利擁護G）
指導課
人権教育研修はもちろん、年次研修や生活指導主任研修に
おいても「子どもの権利」を話題にし、教員の人権意識を高め
ました。

B

子ども若者課
引き続き、子どもに関わる施設職員への研修とともに、子どもに関わる
おとなが子どもの権利について理解を深めるための機会を引き続き創
出することで、地域が一体となって子どもの権利を保障する気運を高
めていきます。
指導課
全小・中学校の教育課程に「豊島区子どもの権利条例」に基づいた教
育の推進を位置付けます。教員研修は継続して実施します。

目
標
管
理

必要

不要
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